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　本書は、成年後見制度についてわかりやすく解説するとともに、成
年後見制度に関する金融機関の実務についても示した書籍です。
　成年後見制度については、その申立件数につき緩やかな増加傾向に
ありますが、高齢社会の進行により、その必要性はますます高まると
ころです。その必要性の高まりにかかわらず利用の促進が十分になさ
れていないことを受け、平成28年 4 月には「成年後見制度の利用の促
進に関する法律」が成立し、国として成年後見制度の利用促進に取り
組んでいるものです。
　さらに、さまざまな事情から親族や専門家によるサポートが難しい
場合などに利用される、第三者が後見人になるいわゆる市民後見につ
いても増加が見込まれており、制度の発展の促進のためには、法的な
側面を含めた基礎知識の効率的な吸収が不可欠となってくるところで
す。
　本書においては、このように今後さらに利用が加速することが予想
される成年後見制度に関し、制度概要、手続、職務権限等の基本的な
内容をわかりやすく具体的に説明するとともに、最新の法改正の内容
や金融機関等における実務にも触れることで、さまざまな読者のニー
ズを満たすものとなっています。
　よって、本書については、まず、成年後見制度について初めて学ぶ
同制度の利用者、市民後見人になろうとする方、金融機関行職員、学
生の方等にとってわかりやすい入門書となっています。また、これに
加えて、すでに一定の知識・経験を有する専門家の方や金融機関行職
員にとっても、基本を振り返るだけでなく、金融機関等の実務の観点



から、新たな学びを得ることができるものとなっているのではないか
と考えています。特に金融機関実務に関しては、金融機関内部で実務
に取り組んでいた弁護士が、その経験に基づき（時には議論を交わし
つつ）執筆を行っているものであり、一定程度踏み込んだ内容となっ
ているものと自負しています。もちろん、金融機関実務以外の内容に
ついても、裁判所実務には忠実でありながらも、執筆者の経験などを
活かし、想定される事項を幅広く議論するなどして執筆しており、多
くの知見を集約したものとなっています。
　本書を通じて、多くの方が成年後見制度についての理解を深め、制
度利用に役立てていただければ望外の幸いです。
　なお、本書の執筆者は組織に属しており、本書においては実務の経
験に基づく記載や意見にわたる記述がありますが、それらは、すべて
執筆者の個人的見解に基づくものであり、所属するいかなる組織等と
も関係のないものであることをお断りさせていただきます。
最後に、本書に関しご支援をいただき、執筆者への配慮を行いつつも
短期間での刊行を実現するために多大なご尽力をいただいた地切修氏
をはじめとする経済法令研究会の皆様、本書の執筆をお許しいただい
た各執筆者が所属する組織の関係者の方々には、執筆者一同、厚く御
礼申し上げる次第です。

　　平成29年 1 月
� 執筆者を代表して　　笹川　豪介　　
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Part 1 　成年後見制度の概要

1 　はじめに

Ｑ 1　成年後見制度の概要

成年後見制度とはどのような制度ですか。そ
の概要を教えてください。

解　説

１ 　�成年後見制度の概要

　民法は、人は自己の権利義務関係を自由な意思決定により自ら規律
することができるという意思自治の原則を前提としています。
　しかしながら、すべての者が自ら規律するに足りる自由な意思決定
を行えるだけの判断能力を備えているわけではありません。典型的に
は未成年者であり、未成年者が単独で行った法律行為は基本的に取り
消すことができます（民法 ５条 1項～ ３項）。一方、法定代理人が未
成年者を代理して法律行為を有効に行いうるようにすることで、未成
年者を保護しています。
　成年後見制度とは、これと同様に、（主として）成年者についても、
本人を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、認知症、知的障が
い、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が十分ではない者
についても、法律的に支援するという制度です。これらの者を成年被
後見人、被保佐人、被補助人として定型的に制限行為能力者とするこ
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とで、これらの者が単独で法律行為を行った場合にこれを取り消しう
るものとして判断能力が不十分な者を保護する制度です。
　成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見
には、後見、保佐、補助の ３つの類型があります。

２ 　�法定後見制度の概要

　法定後見制度とは、民法に定められた後見の制度であり、本人が認
知症等により判断能力が不十分となったときに、親族等が家庭裁判所
に後見人、保佐人または補助人（以下本問においてこれらをあわせて
「後見人等」という）の選任を申し立て、家庭裁判所が後見人等を選
任する制度です。
　後見人等が行いうる権限の内容は、法律で定められています。

後　　見 保　　佐 補　　助

対　象　者
判断能力がまっ
たくない者

判断能力が著し
く不十分な者

判断能力が不十
分な者

申立ができる者
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村
長等

後見人等に必ず
与えられる権限

財産管理につい
ての全般的な代
理権、取消権
（日常生活に関
する行為を除
く）

民法1３条 1 項所
定の特定の事項
についての同意
権・取消権（日
常生活に関する
行為を除く）

後見人等に申立
により与えられ
る権限

①�　上記特定の
事項以外の事
項についての
同意権、取消
権（日常生活
に関する行為

①�　民法1３条 1
項所定の特定
の事項のうち
一部について
の同意権・取
消権（日常生
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　を除く）
②�　特定の法律
行為について
の代理権

　�活に関する行
為を除く）
②�　特定の法律
行為について
の代理権

制度を利用した
場合の資格等の
制限

医師や弁護士・税理士等の資格や
会社役員、公務員等の地位を失う
等

３ 　�任意後見制度の概要

　任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有してい
る間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容
と、後見する人（任意後見人）を、自らの意思で事前の契約（公正証
書を作成し、法務局に登記される）によって決めておく制度です。
　精神上の障がい（認知症、知的障がい、精神障がい等）によって、
本人の判断能力が不十分な状況にある場合には、本人、配偶者、四親
等以内の親族または任意後見受任者の申立により、家庭裁判所が任意
後見監督人を選任し、任意後見監督人が選任されることで任意後見契
約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の
監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行う
ことができます。



5

1 　はじめに

Ｑ 2　成年後見制度の利用状況

成年後見制度の利用状況はどうなっています
か。また、その課題について教えてください。

解　説

１ 　�成年後見制度の利用状況

　現在の高齢社会を反映し、成年後見制度の申立件数は緩やかな増加
傾向にあります。

　（数値は最高裁判所ホームページより。なお、平成1５年以前は年度ごとの、平
成1６年以降は年ごとの数値である）

　平成2７年における成年後見制度の家庭裁判所に対する申立件数は、
後見開始が 2万７５21件に対し、保佐開始が５08５件、補助開始が1３６0件、
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